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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信方法であって、
　無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に含まれる基地局が、前記ＷＷＡＮと無線狭域ネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）とを用いた通信が実行されるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーション
をサポートする無線端末と前記ＷＬＡＮに含まれるＷＬＡＮ装置との間の認証処理に用い
る認証情報を生成するステップと、
　前記基地局が、前記認証情報と前記無線端末のＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）ア
ドレスとを含むＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴを前記ＷＬＡＮ装置へＸｗイン
ターフェイス上で送信するステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴを前記基地局から
前記Ｘｗインターフェイス上で受信するステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記Ｘｗインターフェイス上で前記無線端末を識別するＸｗ　Ａ
Ｐ　ＵＥ　ＩＤを前記無線端末に割り当てるステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴの受信に応じて、
前記Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤを含むＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥを前記Ｘ
ｗインターフェイス上で前記基地局に送信するステップと、
　前記基地局が、前記認証情報を導出するための情報を含むＲＲＣメッセージを前記無線
端末へ送信するステップと、
　前記無線端末が、前記ＲＲＣメッセージを前記基地局から受信するステップと、
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　前記無線端末が、前記ＲＲＣメッセージに含まれる前記情報に基づいて、前記認証情報
を導出するステップと、
　前記無線端末が、前記認証情報を用いて、前記ＷＬＡＮ装置との前記認証処理を行うス
テップと、を備える、通信方法。
【請求項２】
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記無線端末に、ＷＬＡＮ無線ネットワーク一時識別子（Ｗ－Ｒ
ＮＴＩ）を割り当てるステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記Ｗ－ＲＮＴＩを前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＳＰＯＮ
ＳＥに含めて前記基地局に送信するステップと、を備える、請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　前記基地局が、前記Ｗ－ＲＮＴＩを前記無線端末に送信するステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記無線端末から前記ＷＬＡＮ装置への初期アクセスにおいて、
前記無線端末から前記Ｗ－ＲＮＴＩを受信するステップとをさらに備える、請求項２に記
載の通信方法。
【請求項４】
　前記基地局が、前記基地局から前記無線端末に割り当てられるセル無線ネットワーク一
時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を、前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴに含めて前
記ＷＬＡＮ装置に送信するステップと、
　前記ＷＬＡＮ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを前記ＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスとを対応付け
て記憶するステップとをさらに備える
　請求項１に記載の通信方法。
【請求項５】
　無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に含まれる基地局であって、
　制御部を備え、
　前記制御部は、
　　前記ＷＷＡＮと無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）とを用いた通信が実行されるＷＷ
ＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートする無線端末と前記ＷＬＡＮに含まれるＷＬ
ＡＮ装置との間の認証に用いる認証情報を生成し、
　　前記認証情報と前記無線端末のＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスとを含
むＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴを前記ＷＬＡＮ装置へＸｗインターフェイス
上で送信し、
　　前記認証情報を導出するための情報を含むＲＲＣメッセージを前記無線端末へ送信す
る、よう構成され、
　前記制御部は、ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを前記Ｘｗインターフェイ
ス上で前記ＷＬＡＮ装置から受信するようさらに構成され、
　前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥは、前記ＷＬＡＮ装置が前記無線端末
に割り当てる、前記Ｘｗインターフェイス上で前記無線端末を識別するＸｗ　ＡＰ　ＵＥ
　ＩＤを含む、基地局。
【請求項６】
　無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）に含まれるＷＬＡＮ装置であって、
　無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に含まれる基地局から、ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　
ＲＥＱＵＥＳＴをＸｗインターフェイス上で受信するよう構成される制御部を備え、
　前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴは、前記ＷＷＡＮと前記ＷＬＡＮとを用
いた通信が実行されるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートする無線端末と前
記ＷＬＡＮ装置との間の認証処理に用いる認証情報と、前記無線端末のＷＬＡＮ媒体アク
セス制御（ＭＡＣ）アドレスと、を含み、
　前記制御部は、
　　前記Ｘｗインターフェイス上で前記無線端末を識別するＸｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤを前
記無線端末に割り当て、
　　前記ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴの受信に応じて、前記Ｘｗ　ＡＰ　Ｕ
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Ｅ　ＩＤを含むＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥを前記Ｘｗインターフェイス
上で前記基地局に送信するようさらに構成される、ＷＬＡＮ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＷＬＡＮをＷＷＡＮと連携させるシステムにおける無線端末、基地局及びＷ
ＬＡＮ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）通信及び無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）
通信の両通信方式に対応した無線端末の普及が進んでいる。そのような無線端末に対して
高速・大容量の通信サービスを提供するために、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間の連携を強化
させるための技術が検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書　「ＴＳ　３６．３００　Ｖ１３．０．０」　２０
１５年６月
【発明の概要】
【０００４】
　一つの実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）の通信及び無線
狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）の通信を同時に用いるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンをサポートする。前記無線端末は、自無線端末の能力を示す端末能力情報をＷＷＡＮ基
地局に送信する制御部を備える。前記制御部は、自無線端末のＷＬＡＮ媒体アクセス制御
（ＭＡＣ）アドレスを前記能力情報に含める。
【０００５】
　一つの実施形態に係る基地局は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に含まれる基地局
である。前記基地局は、Ｘｗインターフェイスを介して、無線狭域ネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）に含まれるＷＬＡＮ装置に信号を送信する送信部と、前記ＷＷＡＮの通信及び前記Ｗ
ＬＡＮの通信を同時に用いるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートする無線端
末とのＲＲＣ接続を行う制御部と、を備える。前記制御部は、前記ＷＬＡＮ装置と前記無
線端末との間の認証処理に用いる認証情報を生成する。前記送信部は、前記ＷＷＡＮ・Ｗ
ＬＡＮアグリゲーションを開始するためのＷＬＡＮ追加要求を前記Ｘｗインターフェイス
上で前記ＷＬＡＮ装置に送信する。前記ＷＬＡＮ追加要求は、前記Ｘｗインターフェイス
上で前記無線端末を識別するための端末識別情報と、前記無線端末のＷＬＡＮ媒体アクセ
ス制御（ＭＡＣ）アドレスと、前記認証情報と、を含む。
【０００６】
　一つの実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）の通信及び無線
狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）の通信を同時に用いるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンをサポートする。前記無線端末は、前記ＷＬＡＮに含まれるＷＬＡＮ装置に信号を送信
する送信部と、前記ＷＬＡＮ装置と前記無線端末との間の認証処理に用いる認証情報を導
出するための情報を含むＲＲＣメッセージを、前記ＷＷＡＮに含まれる基地局から受信す
る受信部と、前記ＲＲＣメッセージに含まれる前記情報に基づいて、前記認証情報を導出
する制御部と、を備える。前記制御部は、前記認証情報を用いて前記ＷＬＡＮ装置との前
記認証処理を行う。
【０００７】
　一つの実施形態に係るＷＬＡＮ装置は、無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）に含まれる
ＷＬＡＮ装置である。前記ＷＬＡＮ装置は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）の通信及
び前記ＷＬＡＮの通信を同時に用いるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートす
る無線端末との通信に用いるイーサネットフレームを処理する制御部を備える。前記イー
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サネットフレームに含まれるサブネットワークアクセスプロトコル（ＳＮＡＰ）ヘッダの
イーサタイプフィールドは、前記イーサネットフレームが搬送するデータが前記ＷＷＡＮ
・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるデータであることを示す情報を含む。
【０００８】
　一つの実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）の通信及び無線
狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）の通信を同時に用いるＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンをサポートする。前記無線端末は、前記ＷＬＡＮに含まれるＷＬＡＮ装置との通信に用
いるイーサネットフレームを処理する制御部を備える。前記イーサネットフレームに含ま
れるサブネットワークアクセスプロトコル（ＳＮＡＰ）ヘッダのイーサタイプフィールド
は、前記イーサネットフレームが搬送するデータが前記ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーシ
ョンにおけるデータであることを示す情報を含む。
【０００９】
　一つの実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）との通信及び無
線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）との通信の両方の能力を有する。前記ＷＬＡＮには、Ｗ
ＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層よりも上位層に位置付けられる所定層のエンティテ
ィが含まれる。前記無線端末は、自無線端末がＷＷＡＮ基地局に接続した状態において前
記ＷＬＡＮへのアクセスを行う際に、自無線端末の端末識別情報を前記所定層のエンティ
ティに通知する制御部を備える。
【００１０】
　一つの実施形態に係るＷＬＡＮ装置は、無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）に含まれる
ＷＬＡＮ装置である。前記ＷＬＡＮ装置は、ＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層より
も上位層に位置付けられる所定層のエンティティを含む制御部を備える。前記所定層のエ
ンティティは、無線端末が前記ＷＬＡＮにアクセスする際に前記無線端末が前記所定層の
エンティティに通知する端末識別情報に基づいて、前記無線端末を特定する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態乃至第４実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。
【図３】ＵＥ（無線端末）のブロック図である。
【図４】ｅＮＢ（基地局）のブロック図である。
【図５】ＷＬＡＮ装置のブロック図である。
【図６】第１実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。
【図７】第１実施形態に係るＬＬＣヘッダを説明するための図である。
【図８】第１実施形態に係るＳＮＡＰヘッダを説明するための図である。
【図９】第１実施形態の動作パターン１を示すシーケンス図である。
【図１０】第１実施形態の動作パターン２を示すシーケンス図である。
【図１１】第２実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。
【図１２】第２実施形態に係るアダプテーション層制御ＰＤＵを説明するための図である
。
【図１３】第２実施形態の動作パターン１乃至３を示すシーケンス図である。
【図１４】第３実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。
【図１５】第３実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。
【図１６】第４実施形態に係るＵＥ・ＷＬＡＮ間の認証処理を示すシーケンス図である。
【図１７】第４実施形態の変更例を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［実施形態の概要］
　実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）との通信及び無線狭域
ネットワーク（ＷＬＡＮ）との通信の両方の能力を有する。前記ＷＬＡＮには、ＷＬＡＮ
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層よりも上位層に位置付けられる所定層のエンティティが含
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まれる。前記無線端末は、自無線端末がＷＷＡＮ基地局に接続した状態において前記ＷＬ
ＡＮへのアクセスを行う際に、自無線端末の端末識別情報を前記所定層のエンティティに
通知する制御部を備える。
【００１３】
　前記無線端末は、前記ＷＷＡＮの通信及び前記ＷＬＡＮの通信を同時に用いるＷＷＡＮ
・ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を有し、前記所定層のエンティティは、前記ＷＷＡＮ
・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて前記無線端末宛てのデータが前記ＷＷＡＮ基地局か
ら転送されるエンティティであってもよい。
【００１４】
　前記端末識別情報は、前記ＷＷＡＮ基地局又は前記ＷＬＡＮから自無線端末に割り当て
られた一時的な端末識別情報であってもよい。
【００１５】
　前記制御部は、前記一時的な端末識別情報を前記ＷＷＡＮ基地局から取得する処理と、
自無線端末がＷＷＡＮ基地局に接続した状態において前記ＷＬＡＮへのアクセスを行う際
に、前記一時的な端末識別情報を前記所定層のエンティティに通知する処理と、を行って
もよい。
【００１６】
　前記所定層のエンティティは、ＷＬＡＮ論理リンク制御（ＬＬＣ）エンティティであり
、前記制御部は、自無線端末が前記ＷＬＡＮに送信するＬＬＣヘッダ及び／又はサブネッ
トワークアクセスプロトコル（ＳＮＡＰ）ヘッダに前記端末識別情報を含めることにより
、前記端末識別情報を前記ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティに通知してもよい。
【００１７】
　前記所定層のエンティティは、ＷＷＡＮ規格により規定されるアダプテーション層エン
ティティであり、前記制御部は、自無線端末が前記ＷＬＡＮに送信するアダプテーション
層制御プロトコルデータユニット（ＰＤＵ）に前記端末識別情報を含めることにより、前
記端末識別情報を前記アダプテーション層エンティティに通知してもよい。
【００１８】
　実施形態に係るＷＬＡＮ装置は、無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）に含まれる。前記
ＷＬＡＮ装置は、ＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層よりも上位層に位置付けられる
所定層のエンティティを含む制御部を備える。前記所定層のエンティティは、無線端末が
前記ＷＬＡＮにアクセスする際に前記無線端末が前記所定層のエンティティに通知する端
末識別情報に基づいて、前記無線端末を特定する。
【００１９】
　実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）との通信及び無線狭域
ネットワーク（ＷＬＡＮ）との通信の両方の能力を有する。前記無線端末は、自無線端末
の能力に関する端末能力情報をＷＷＡＮ基地局に送信する処理を行う制御部を備える。前
記制御部は、自無線端末に固定的に割り当てられた端末識別情報を前記能力情報に含める
。
【００２０】
　前記端末識別情報は、自無線端末のＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスであ
ってもよい。
【００２１】
　前記制御部は、前記ＷＷＡＮの通信及び前記ＷＬＡＮの通信を同時に用いるＷＷＡＮ・
ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を自無線端末が有する場合に、前記端末識別情報を前記
端末能力情報に含めてもよい。
【００２２】
　実施形態に係るＷＬＡＮ装置は、無線狭域ネットワーク（ＷＬＡＮ）に含まれる。前記
ＷＬＡＮ装置は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）基地局に接続している無線端末との
認証処理に用いる認証情報と前記無線端末の端末識別情報とを記憶する制御部を備える。
前記制御部は、前記無線端末が自ＷＬＡＮ装置にアクセスし、かつ前記認証情報を用いた
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前記認証処理に成功した場合、前記無線端末に前記端末識別情報を対応付ける。
【００２３】
　前記認証情報は、前記ＷＷＡＮ基地局から提供されるＰＭＫ（Ｐａｉｒｗｉｓｅ　Ｍａ
ｓｔｅｒ　Ｋｅｙ）、又は自ＷＬＡＮ装置が生成したＰＭＫであってもよい。
【００２４】
　前記端末識別情報は、前記ＷＬＡＮ装置と前記ＷＷＡＮ基地局との間のインターフェイ
ス上で前記無線端末を識別するための端末識別情報であってもよい。
【００２５】
　［第１実施形態］
　以下において、第１実施形態について説明する。
【００２６】
　第１実施形態において、ＷＷＡＮシステムがＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）システムである一例を説明する。ＬＴＥシステムは、標準化プロジェクトであ
る３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）において仕様が策定されているシステムである。
【００２７】
　（システム構成）
　図１は、第１実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【００２８】
　図１に示すように、第１実施形態に係る通信システムは、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ）１００、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）２００、ＷＬＡＮアクセス
ポイント（ＷＬＡＮ　ＡＰ）３００、ＷＴ（ＷＬＡＮ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）４００
、及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）５００を備える。ＵＥ１００
は、無線端末に相当する。ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ基地局に相当する。ｅＮＢ２００及
びＥＰＣ５００は、ＷＷＡＮ１０（ＬＴＥネットワーク）を構成する。ＷＬＡＮ　ＡＰ３
００及びＷＴ４００は、ＷＬＡＮ２０を構成する。
【００２９】
　ＵＥ１００は、ＷＷＡＮ通信（ＬＴＥ通信）及びＷＬＡＮ通信の両通信方式に対応した
移動型の装置である。ＵＥ１００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を有す
る。ＵＥ１００の構成及びＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションについては後述する。
【００３０】
　ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理し、自セルに接続したＵＥ１００とのＬＴＥ
通信を行う装置である。ＵＥ１００の構成については後述する。
【００３１】
　ｅＮＢ２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａ
ｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構成する。ｅＮＢ２００は、Ｘ２イ
ンターフェイスを介して隣接ｅＮＢと接続される。ｅＮＢ２００は、無線リソース管理（
ＲＲＭ）機能、ユーザデータ（以下、単に「データ」という）のルーティング機能、モビ
リティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。ｅＮＢ２００の構成に
ついては後述する。なお、「セル」は、無線通信エリア（カバレッジ）の最小単位を示す
用語として用いられる他に、ＵＥ１００との無線通信を行う機能を示す用語としても用い
られる。
【００３２】
　ＷＬＡＮ　ＡＰ３００は、自ＡＰに接続したＵＥ１００とのＷＬＡＮ通信を行う装置で
ある。図１において、ｅＮＢ２００のセルカバレッジ内に４つのＷＬＡＮ　ＡＰ３００－
１乃至３００－４が設けられる一例を示している。なお、ｅＮＢ２００がＷＬＡＮ　ＡＰ
の機能も有していてもよい。そのようなシナリオは、Ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄシナリオと称
される。
【００３３】
　ＷＴ４００は、ｅＮＢ２００との直接的なインターフェイスであるＸｗインターフェイ
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スを終端する装置である。ＷＴ４００は、複数のＷＬＡＮ　ＡＰ３００を収容することが
できる。ＷＴ４００は、１つのＷＬＡＮ　ＡＰ３００のみを収容してもよい。図１におい
て、ＷＴ４００－１が２つのＷＬＡＮ　ＡＰ３００－１及び３００－２を収容し、かつ、
ＷＴ４００－２が２つのＷＬＡＮ　ＡＰ３００－３及び３００－４を収容する一例を示し
ている。
【００３４】
　また、ＷＬＡＮ　ＡＰ３００－１及び３００－２は、ＷＬＡＮ　ＡＰグループＡを構成
する。ＷＬＡＮ　ＡＰ３００－３及び３００－４は、ＷＬＡＮ　ＡＰグループＢを構成す
る。図１において、ＷＬＡＮ　ＡＰグループが、同一のＷＴ４００に収容されるＷＬＡＮ
　ＡＰ３００により構成される一例を示している。しかしながら、ＷＬＡＮ　ＡＰグルー
プは、異なるＷＴ４００に収容されるＷＬＡＮ　ＡＰ３００により構成されてもよい。こ
こで、ＷＬＡＮ　ＡＰグループとは、ｅＮＢ２００の指示に依存せずにＷＬＡＮ　ＡＰ３
００間の切り替え制御をＵＥ１００が自律的に行うことができるグループである。ＵＥ１
００は、ＷＬＡＮモビリティ制御機能を用いて、ｅＮＢ２００に透過的に、同一のＷＬＡ
Ｎ　ＡＰグループ内の一のＷＬＡＮ　ＡＰから他のＷＬＡＮ　ＡＰへＷＬＡＮ通信を切り
替えることができる。一方、異なるＷＬＡＮ　ＡＰグループ間の切り替えについてはｅＮ
Ｂ２００が制御する。
【００３５】
　ＥＰＣ５００は、Ｓ１インターフェイスを介してｅＮＢ２００と接続される。ＥＰＣ５
００は、コアネットワークに相当する。ＥＰＣ５００は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）及びＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）
を含む。ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御等を行う。Ｓ－ＧＷは、デー
タの転送制御を行う。
【００３６】
　（ＬＴＥプロトコル）
　図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図２に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されており、第１層は物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）層を含む。
【００３７】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
【００３８】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理、及
びランダムアクセス手順等を行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との
間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２０
０のＭＡＣ層は、上下リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサ
イズ、変調・符号化方式（ＭＣＳ））及びＵＥ１００への割当リソースブロックを決定す
るスケジューラを含む。
【００３９】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
データ及び制御信号が伝送される。
【００４０】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００４１】



(8) JP 6776243 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のためのメッセージ（ＲＲＣメッセー
ジ）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャ
ネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅ
ＮＢ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００はＲＲＣコネク
ティッドモード（コネクティッドモード）であり、そうでない場合、ＵＥ１００はＲＲＣ
アイドルモード（アイドルモード）である。
【００４２】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理等を行う。
【００４３】
　（無線端末の構成）
　図３は、ＵＥ１００（無線端末）のブロック図である。図３に示すように、ＵＥ１００
は、ＬＴＥ通信部（ＷＷＡＮ通信部）１１０、ＷＬＡＮ通信部１２０、及び制御部１３０
を備える。
【００４４】
　ＬＴＥ通信部１１０は、制御部１３０の制御下でＬＴＥ通信を行う。ＬＴＥ通信部１１
０は、ＬＴＥプロトコルの一部を実行してもよい。ＬＴＥ通信部１１０は、アンテナ、送
信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部１３０が出力するベースバンド信号（送信信
号）をＬＴＥ無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信する
ＬＴＥ無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換して制御部１３０に出力する。な
お、ＬＴＥ通信は、ライセンスバンドにおいて行われることが一般的である。
【００４５】
　ＷＬＡＮ通信部１２０は、制御部１３０の制御下でＷＬＡＮ通信を行う。ＷＬＡＮ通信
部１２０は、ＷＬＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。ＷＬＡＮ通信部１２０は、ア
ンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部１３０が出力するベースバンド信
号（送信信号）をＷＬＡＮ無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテ
ナが受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換して制御部１３０
に出力する。なお、ＷＬＡＮ通信は、アンライセンスバンドにおいて行われることが一般
的である。
【００４６】
　制御部１３０は、ＵＥ１００における各種の制御を行う。制御部１３０は、ＬＴＥプロ
トコルの一部を実行してもよいし、ＷＬＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。制御部
１３０は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログ
ラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバ
ンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記
憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理を実行す
る。
【００４７】
　（基地局の構成）
　図４は、ｅＮＢ２００（基地局）のブロック図である。図４に示すように、ｅＮＢ２０
０は、ＬＴＥ通信部（ＷＷＡＮ通信部）２１０、制御部２３０、及びネットワーク通信部
２４０を備える。但し、Ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄシナリオの場合、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡ
Ｎ通信部２２０を備えていてもよい。
【００４８】
　ＬＴＥ通信部２１０は、制御部２３０の制御下でＬＴＥ通信を行う。ＬＴＥ通信部２１
０は、ＬＴＥプロトコルの一部を実行してもよい。ＬＴＥ通信部２１０は、アンテナ、送
信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部２３０が出力するベースバンド信号（送信信
号）をＬＴＥ無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信する
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ＬＴＥ無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換して制御部２３０に出力する。
【００４９】
　ＷＬＡＮ通信部２２０は、制御部２３０の制御下でＷＬＡＮ通信を行う。ＷＬＡＮ通信
部２２０は、ＷＬＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。ＷＬＡＮ通信部２２０は、ア
ンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部２３０が出力するベースバンド信
号（送信信号）をＷＬＡＮ無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテ
ナが受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換して制御部２３０
に出力する。
【００５０】
　制御部２３０は、ｅＮＢ２００における各種の制御を行う。制御部２３０は、ＬＴＥプ
ロトコルの一部を実行してもよいし、ＷＬＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。制御
部２３０は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプロ
グラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベース
バンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに
記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含んでもよい。プロセッ
サは、後述する各種の処理を実行する。
【００５１】
　ネットワーク通信部２４０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２００と接続
され、Ｓ１インターフェイスを介してＥＰＣ５００（ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ）と接続され、Ｘ
ｗインターフェイスを介してＷＴ４００と接続される。ネットワーク通信部２４０は、Ｘ
２インターフェイス上で行う通信、Ｓ１インターフェイス上で行う通信、Ｘｗインターフ
ェイス上で行う通信等に用いられる。
【００５２】
　（ＷＬＡＮ装置の構成）
　図５は、ＷＬＡＮ装置２５のブロック図である。ＷＬＡＮ装置２５は、ＷＴ４００であ
る。ＷＬＡＮ装置２５は、ＷＴの機能を有するＷＬＡＮ　ＡＰ３００であってもよい。
【００５３】
　図５に示すように、ＷＬＡＮ装置２５は、ＷＬＡＮ通信部２５１、制御部２５２、及び
ネットワーク通信部２５３を備える。但し、ＷＬＡＮ装置２５は、ＷＬＡＮ通信部２５１
を備えていなくてもよい。
【００５４】
　ＷＬＡＮ通信部２５１は、制御部２５２の制御下でＷＷＡＮ通信を行う。ＷＬＡＮ通信
部２５１は、ＷＬＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。ＷＬＡＮ通信部２５１は、ア
ンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部２５２が出力するベースバンド信
号（送信信号）をＷＬＡＮ無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテ
ナが受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換して制御部２５２
に出力する。
【００５５】
　制御部２５２は、ＷＬＡＮ装置２５における各種の制御を行う。制御部２５２は、ＷＬ
ＡＮプロトコルの一部を実行してもよい。制御部２５２は、プロセッサ及びメモリを含む
。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用い
られる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号
等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処
理を行うＣＰＵと、を含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理を実行する。
【００５６】
　ネットワーク通信部２５３は、Ｘｗインターフェイスを介してｅＮＢ２００と接続され
、Ｘｗインターフェイス上で行う通信等に用いられる。
【００５７】
　（第１実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーション）
　図６は、第１実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。こ
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こでは下りリンクのＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを説明するが、上りリンクにも
ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを適用可能である。
【００５８】
　図６に示すように、ＵＥ１００は、ＷＷＡＮ１０（ｅＮＢ２００）との通信及びＷＬＡ
Ｎ２０（ＷＬＡＮ装置２５）との通信を同時に用いるＬＴＥ・ＷＬＡＮアグリゲーション
の能力を有する。図６において、ＵＥ１００のベアラ＃１のデータは、ｅＮＢ２００から
ＵＥ１００に送信される。これに対し、ＵＥ１００のベアラ＃２のデータの少なくとも一
部は、ｅＮＢ２００からＷＬＡＮ装置２５を経由してＵＥ１００に送信される。
【００５９】
　ｅＮＢ２００は、ベアラ＃１に対応するＰＤＣＰ層のエンティティ（ＰＤＣＰエンティ
ティ）＃１と、ベアラ＃２に対応するＰＤＣＰエンティティ＃２と、を備える。
【００６０】
　ＰＤＣＰエンティティ＃１は、Ｓ－ＧＷからＳ１インターフェイス上で転送されるベア
ラ＃１のデータ（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ）を処理し、処理後のデータ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を
ＲＬＣ層のエンティティ（ＲＬＣエンティティ）＃１に引き渡す。ＲＬＣエンティティ＃
１は、ＰＤＣＰエンティティ＃１からのデータをＲＬＣ　ＳＤＵとして取得し、処理後の
データ（ＲＬＣ　ＰＤＵ）をＬＴＥ　ＭＡＣ層のエンティティ（ＬＴＥ　ＭＡＣエンティ
ティ）に引き渡す。ＬＴＥ　ＭＡＣエンティティは、ＲＬＣエンティティ＃１からのデー
タをＭＡＣ　ＳＤＵとして取得し、処理後のデータ（ＭＡＣ　ＰＤＵ）を物理層のエンテ
ィティ（不図示）を介してＵＥ１００に送信する。
【００６１】
　ＰＤＣＰエンティティ＃２は、Ｓ－ＧＷからＳ１インターフェイス上で転送されるベア
ラ＃２のデータ（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ）を処理し、処理後のデータ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）の
少なくとも一部をＸｗインターフェイス上でＷＬＡＮ装置２５に転送する。Ｘｗインター
フェイス上において、ＵＥ１００のデータはＧＴＰ－Ｕ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を用いて転送されてもよい。但し
、ＧＴＰ－Ｕに代えてＩＰトンネリングを用いてもよい。残りのＰＤＣＰ　ＰＤＵは、Ｒ
ＬＣエンティティ＃２に引き渡され、ベアラ＃１と同様の処理を経てＵＥ１００に送信さ
れる。
【００６２】
　ＷＬＡＮ装置２５は、ＷＬＡＮ論理リンク制御（ＬＬＣ：　Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｌｉｎｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティ）及びＷＬＡＮ媒
体アクセス制御（ＭＡＣ）層のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＭＡＣエンティティ）を備える
。ＷＬＡＮ　ＬＬＣ層は、ＷＬＡＮ　ＭＡＣ層よりも上位層に位置付けられる。第１実施
形態において、ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、所定層のエンティティに相当する。所
定層のエンティティは、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいてＵＥ１００宛ての
データがｅＮＢ２００から転送されるエンティティである。
【００６３】
　ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、ｅＮＢ２００から転送されたベアラ＃２のデータを
処理し、処理後のデータをＷＬＡＮ　ＭＡＣエンティティに引き渡す。ＷＷＡＮ　ＭＡＣ
エンティティは、ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティからのデータを取得し、処理後のデータ
を物理層のエンティティ（不図示）を介してＵＥ１００に送信する。
【００６４】
　（第１実施形態に係る動作）
　以下において、第１実施形態に係る動作について説明する。
【００６５】
　ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する際に、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００に
接続した状態（すなわち、ＲＲＣコネクティッドモード）において、ＷＬＡＮ２０へのア
クセス（初期アクセス）を行う。ここで、ＷＬＡＮ装置２５のＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティ
ティは、ｅＮＢ２００とのＧＴＰ－Ｕに用いるＵＥ識別情報（以下、「ネットワークＩＤ
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」）等を、ＷＬＡＮ２０にアクセスしてきたＵＥ１００と対応付ける必要がある。しかし
ながら、ＷＬＡＮ２０にアクセスしてきたＵＥ１００をＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティが
特定する方法について、現状、不明確である。
【００６６】
　そこで、ＵＥ１００は、自ＵＥ１００がｅＮＢ２００に接続した状態においてＷＬＡＮ
２０へのアクセスを行う際に、自ＵＥ１００の端末識別情報（ＵＥ識別情報）をＷＬＡＮ
　ＬＬＣエンティティに通知する。第１実施形態において、ＵＥ１００は、自ＵＥ１００
がＷＬＡＮ２０に送信するＬＬＣヘッダ及び／又はサブネットワークアクセスプロトコル
（ＳＮＡＰ）ヘッダにＵＥ識別情報を含めることにより、ＵＥ識別情報をＷＬＡＮ　ＬＬ
Ｃエンティティに通知する。これにより、ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティがＵＥ識別情報
に基づいてＵＥ１００を特定することができる。
【００６７】
　ＵＥ識別情報は、ｅＮＢ２００又はＷＬＡＮ２０から自ＵＥ１００に割り当てられた一
時的なＵＥ識別情報である。ＵＥ１００は、一時的なＵＥ識別情報をｅＮＢ２００から取
得する処理と、自ＵＥ１００がｅＮＢ２００に接続した状態においてＷＬＡＮ２０へのア
クセスを行う際に、一時的なＵＥ識別情報をＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティに通知する処
理と、を行う。ｅＮＢ２００からＵＥ１００に割り当てられる一時的なＵＥ識別情報は、
例えばセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）である。また、ＷＬＡＮ２０か
らＵＥ１００に割り当てられる一時的なＵＥ識別情報は、ＷＬＡＮ無線ネットワーク一時
識別子（Ｗ－ＲＮＴＩ）と称されてもよい。
【００６８】
　（１）ＬＬＣヘッダ及びＳＮＡＰヘッダ
　図７は、ＬＬＣヘッダを説明するための図である。ＬＬＣは、ＩＥＥＥ規格８０２．２
において規定されるプロトコルである。
【００６９】
　図７に示すように、ＵＥ１００は、ＭＡＣフレームをＷＬＡＮ２０に送信する。ＭＡＣ
フレームは、イーサネット（登録商標、以下同じ）フレームと称されてもよい。ＭＡＣフ
レームは、ＩＥＥＥ規格８０２．３において規定されるＭＡＣヘッダ（イーサネットヘッ
ダ）と、ＩＥＥＥ規格８０２．２において規定されるＬＬＣヘッダと、データと、ＦＳＣ
とを含む。但し、ＭＡＣヘッダ（イーサネットヘッダ）に代えてＩＥＥＥ８０２．１１ヘ
ッダを用いてもよい。ＭＡＣヘッダ（イーサネットヘッダ）は、送信先ＭＡＣアドレス、
送信元ＭＡＣアドレス、及びタイプ／長さの各フィールドを含む。
【００７０】
　ＬＬＣヘッダは、１バイトの送信先サービスアクセスポイント（ＤＳＡＰ）フィールド
、１バイトの送信元サービスアクセスポイント（ＳＳＡＰ）フィールド、及び１バイトの
制御（ＣＴＬ）フィールドを含む。サービスアクセスポイント（ＳＡＰ）とは、各層のエ
ンティティ間でサービスをやり取りする際の窓口なる点を示す用語である。ＣＴＬフィー
ルドには、コマンド、応答、シーケンス番号情報が含まれる。
【００７１】
　ＳＳＡＰフィールドは、Ｕビット及びＣ／Ｒビットを含む。Ｕビットは、ＤＳＡＰフィ
ールド中のアドレスがＩＥＥＥで定義されたもの「１」、ユーザ定義のもの「０」の何れ
かを示す。Ｃ／Ｒビットは、ＳＡＰがグループアドレスである「１」、個別のアドレスで
ある「０」の何れかを示す。
【００７２】
　ＤＳＡＰフィールドは、Ｕビット及びＩ／Ｇビットを含む。Ｕビットは、ＳＳＡＰフィ
ールド中のアドレスがＩＥＥＥで定義されたもの「１」、ユーザ定義のもの「０」の何れ
かを示す。Ｉ／Ｇビットは、データがコマンドであるか応答であるかを示す。
【００７３】
　図８は、第１実施形態に係るＳＮＡＰヘッダを説明するための図である。ＳＮＡＰは、
ＩＥＥＥ規格８０２．２において規定されるプロトコルである。
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【００７４】
　図８に示すように、ＵＥ１００は、図７と同様なＭＡＣフレームをＷＬＡＮ２０に送信
する。但し、図８に示すＭＡＣフレームは、ＳＮＡＰヘッダをさらに含む点で図７とは異
なる。ＳＮＡＰヘッダは、３バイトのＯＵＩ（Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｑｕｅ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）フィールドと、２バイトのタイプフィールドと、を含む。ＯＵ
Ｉには、ローカル割り当てが可能な識別子が含まれる。タイプフィールドには、上位層の
プロトコルの種類（イーサネット等）を示す情報が含まれる。
【００７５】
　（２）動作パターン１
　図９は、第１実施形態の動作パターン１を示すシーケンス図である。動作パターン１に
おいて、一時的なＵＥ識別情報は、Ｃ－ＲＮＴＩである。本シーケンスに先立ち、ｅＮＢ
２００は、ＵＥ１００に割り当てたＣ－ＲＮＴＩを既にＵＥ１００に通知している。
【００７６】
　図９に示すように、ステップＳ１０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０（ＷＬＡ
Ｎ　ＡＰ３００）に対する測定結果を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏ
ｒｔ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔ）に基づいて、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始することを決
定する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）以外の判
断基準に基づいて当該決定を行なってもよい。
【００７７】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するための追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＸｗインターフ
ェイス上でＷＬＡＮ装置２５に送信する。追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）は、ＵＥ１００のコンテキスト情報（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を含む。ＵＥ　Ｃ
ｏｎｔｅｘｔは、ＵＥ１００の測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）に基
づく測定結果（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｕｌｔ）、追加・変更すべきＤＲＢ（Ｄ
ａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）のリスト（ＴｏＡｄｄＭｏｄリスト）、追加・変更
すべきＳＣｅｌｌ（ＷＬＡＮセル）のリスト（ＴｏＡｄｄＭｏｄリスト）、ＵＥ能力情報
（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）等を含む。ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔは、ＬＴＥ側の無線設
定（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）、追加・変更
すべきＳＣｅｌｌ（ＬＴＥのＳＣｅｌｌ）のリスト（ＴｏＡｄｄＭｏｄ）、送信パワーの
情報等を含んでもよい。
【００７８】
　また、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）は、ｅＮＢ２００がＵＥ
１００に割り当て済みのＣ－ＲＮＴＩを含む。ＷＬＡＮ装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａ
ｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信すると、ＵＥ１００のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ及
びＣ－ＲＮＴＩを記憶する。また、ＷＬＡＮ装置２５は、Ｘｗインターフェイス上で用い
るＵＥ１００のネットワークＩＤの割り当てを行う。ネットワークＩＤは、「Ｘｗ　ＡＰ
　ＵＥ　ＩＤ」と称されてもよい。
【００７９】
　ステップＳ１０３において、ＷＬＡＮ装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を
Ｘｗインターフェイス上でｅＮＢ２００に送信する。肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、ＷＬＡＮ装置２５がＵＥ１００に割り当てたネットワークＩＤ
を含む。ｅＮＢ２００は、肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受
信する。
【００８０】
　ステップＳ１０４において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するためのＷＬＡＮアクセスを要求するメッセージをＵＥ１００に送信する。ＵＥ１
００は、当該メッセージを受信する。当該メッセージは、例えばＵＥ１００宛ての専用Ｒ
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ＲＣシグナリングである「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」である。「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は
、ＵＥ１００がアクセスするべきＷＬＡＮ装置２５を示す情報を含んでもよい。
【００８１】
　ステップＳ１０５において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する肯定応答（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２０
０は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅ」を受信する。
【００８２】
　ステップＳ１０６において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に基づいて、ＷＬＡＮ２０へのアクセス（Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ａｃｃｅｓｓ）を行う。ここで、ＵＥ１００は、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮＡＰヘッダ
にＣ－ＲＮＴＩを含める。具体的には、Ｃ－ＲＮＴＩは２バイトであるため、ＵＥ１００
は、ＬＬＣヘッダ中のＳＳＡＰフィールド（１バイト）及びＤＳＡＰフィールド（１バイ
ト）にＣ－ＲＮＴＩを含める。この場合、上記Ｕビットが「０」となるようにＣ－ＲＮＴ
Ｉを割り当てなければならない。或いは、ＵＥ１００は、ＳＮＡＰヘッダ中のＯＵＩフィ
ールドにＣ－ＲＮＴＩを含める。
【００８３】
　ＷＬＡＮ装置２５のＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮＡ
Ｐヘッダに含まれるＣ－ＲＮＴＩを取得し、Ｃ－ＲＮＴＩに基づいて、ＷＬＡＮ２０にア
クセスしたＵＥ１００を特定する。具体的には、ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、ステ
ップＳ１０２でｅＮＢ２００から通知されたＣ－ＲＮＴＩと、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳ
ＮＡＰヘッダに含まれるＣ－ＲＮＴＩとが一致すると判断する。
【００８４】
　ステップＳ１０７において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００に対してＵＥ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ及び／又はネットワークＩＤ（ＮＷ　ＩＤ）を対応付ける。
【００８５】
　ステップＳ１０８において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００のＷＬＡＮ　Ｍ
ＡＣアドレスをさらに対応付けてもよい。
【００８６】
　ステップＳ１０９において、ＷＬＡＮ装置２５は、ステップＳ１０７（及びステップＳ
１０８）における対応付けの結果を用いて、ｅＮＢ２００から転送されるＵＥ１００宛て
のデータをＵＥ１００に送信する。
【００８７】
　（２）動作パターン２
　図１０は、第１実施形態の動作パターン２を示すシーケンス図である。動作パターン２
において、一時的なＵＥ識別情報は、Ｗ－ＲＮＴＩである。
【００８８】
　図１０に示すように、ステップＳ１１１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０（ＷＬ
ＡＮ　ＡＰ３００）に対する測定結果を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）に基づいて、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始することを
決定する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）以外の
判断基準に基づいて当該決定を行なってもよい。
【００８９】
　ステップＳ１１２において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するための追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＸｗインターフ
ェイス上でＷＬＡＮ装置２５に送信する。追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）は、ＵＥ１００のコンテキスト情報（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を含む。ＷＬＡＮ
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装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信すると、ＵＥ
１００のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを記憶する。
【００９０】
　ステップＳ１１３において、ＷＬＡＮ装置２５は、Ｗ－ＲＮＴＩをＵＥ１００に割り当
てる。また、ＷＬＡＮ装置２５は、Ｘｗインターフェイス上で用いるＵＥ１００のネット
ワークＩＤの割り当てを行う。ネットワークＩＤは、「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」と称さ
れてもよい。
【００９１】
　ステップＳ１１４において、ＷＬＡＮ装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を
Ｘｗインターフェイス上でｅＮＢ２００に送信する。肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、ＷＬＡＮ装置２５がＵＥ１００に割り当てたＷ－ＲＮＴＩ及び
「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」を含む。ｅＮＢ２００は、肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受信する。
【００９２】
　ステップＳ１１５において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するためのＷＬＡＮアクセスを要求するメッセージをＵＥ１００に送信する。ＵＥ１
００は、当該メッセージを受信する。当該メッセージは、例えばＵＥ１００宛ての専用Ｒ
ＲＣシグナリングである「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」である。「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は
、ＷＬＡＮ装置２５がＵＥ１００に割り当てたＷ－ＲＮＴＩを含む。或いは、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は、「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　Ｉ
Ｄ」を含んでもよい。なお、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ」は、ＵＥ１００がアクセスするべきＷＬＡＮ装置２５を示す情報を含んでもよ
い。
【００９３】
　ステップＳ１１６において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する肯定応答（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２０
０は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅ」を受信する。
【００９４】
　ステップＳ１１７において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に基づいて、ＷＬＡＮ２０へのアクセス（Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ａｃｃｅｓｓ）を行う。ここで、ＵＥ１００は、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮＡＰヘッダ
にＷ－ＲＮＴＩを含める。Ｗ－ＲＮＴＩは、例えば１バイト（又は６ビット）であること
が望ましい。この場合、ＵＥ１００は、例えばＬＬＣヘッダ中のＤＳＡＰフィールド（１
バイト）にＷ－ＲＮＴＩを含める。或いは、ＵＥ１００は、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮ
ＡＰヘッダに「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」を含めてもよい。
【００９５】
　ＷＬＡＮ装置２５のＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮＡ
Ｐヘッダに含まれるＷ－ＲＮＴＩ（又は「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」）を取得し、Ｗ－Ｒ
ＮＴＩ（又は「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」）に基づいて、ＷＬＡＮ２０にアクセスしたＵ
Ｅ１００を特定する。具体的には、ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティは、ステップＳ１１３
で割り当てたＷ－ＲＮＴＩ（又は「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」）と、ＬＬＣヘッダ及び／
又はＳＮＡＰヘッダに含まれるＷ－ＲＮＴＩ（又は「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」）とが一
致すると判断する。
【００９６】
　ステップＳ１１８において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００に対してＵＥ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ及び／又はネットワークＩＤを対応付ける。
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【００９７】
　ステップＳ１１９において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００のＷＬＡＮ　Ｍ
ＡＣアドレスをさらに対応付けてもよい。
【００９８】
　ステップＳ１２０において、ＷＬＡＮ装置２５は、ステップＳ１１７（及びステップＳ
１１８）における対応付けの結果を用いて、ｅＮＢ２００から転送されるＵＥ１００宛て
のデータをＵＥ１００に送信する。
【００９９】
　［第１実施形態の変更例１］
　上述した第１実施形態において、ＵＥ１００がＷＬＡＮ２０に行うアクセスが初期アク
セス（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｃｃｅｓｓ）である一例を説明した。しかしながら、２回目以
降のＷＬＡＮアクセスの際に、上述した第１実施形態に係る動作を行ってもよい。
【０１００】
　或いは、第１実施形態に係るＵＥ識別情報の通知を伴うアクセスを初期アクセスに限定
してもよい。この場合、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００からＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲー
ションが新たに指定された場合は、ＵＥ識別情報の通知を行わなければならないと規定し
てもよい。また、ＷＬＡＮ装置２５は、ＵＥ１００の特定が終わったらＵＥ識別情報を削
除してもよい。
【０１０１】
　［第１実施形態の変更例２］
　上述した第１実施形態において、ＵＥ１００がＷＬＡＮ２０へのアクセスを行う際に通
知するＵＥ識別情報として、Ｃ－ＲＮＴＩを用いる一例とＷ－ＲＮＴＩ（又はＸｗ　ＡＰ
　ＵＥ　ＩＤ）を用いる一例とを説明した。
【０１０２】
　しかしながら、ＵＥ１００がＷＬＡＮ２０へのアクセスを行う際に通知するＵＥ識別情
報として、ＭＡＣアドレス、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、ＩＰアドレス等を用いてもよい。但し、Ｃ－
ＲＮＴＩやＷ－ＲＮＴＩ等よりもバイト数が大きいので、望ましくない。
【０１０３】
　［第１実施形態の変更例３］
　上述した第１実施形態に係る動作は、ＳＮＡＰヘッダのタイプフィールド（新しいＥｔ
ｈｅｒＴｙｐｅ）で、「ＬＴＥ　ＰＤＣＰ　ＰＤＵ」等の情報が入っている場合のみに限
定してもよい。
【０１０４】
　［第２実施形態］
　以下において、第２実施形態について、第１実施形態との相違点を主として説明する。
【０１０５】
　（第２実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーション）
　図１１は、第２実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。
ここでは下りリンクのＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを説明するが、上りリンクに
もＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを適用可能である。
【０１０６】
　図１１に示すように、第２実施形態に係るＷＬＡＮ装置２５は、所定層のエンティティ
として、第１実施形態に係るＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティに代えて、アダプテーション
（Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）層エンティティを備える。アダプテーション層は、ＷＷＡＮ規
格（３ＧＰＰ規格）により規定されるプロトコルである。
【０１０７】
　その他の構成については、第１実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションの
構成と同様である。具体的には、第１実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ン（図６参照）において、「ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティ」を「アダプテーション層エ
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ンティティ」と読み替えればよい。
【０１０８】
　（第２実施形態に係る動作）
　以下において、第２実施形態に係る動作について説明する。
【０１０９】
　ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する際に、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００に
接続した状態（すなわち、ＲＲＣコネクティッドモード）において、ＷＬＡＮ２０へのア
クセス（初期アクセス）を行う。ここで、ＷＬＡＮ装置２５のアダプテーション層エンテ
ィティは、ｅＮＢ２００とのＧＴＰ－Ｕに用いるＵＥ識別情報（以下、「ネットワークＩ
Ｄ」）等を、ＷＬＡＮ２０にアクセスしてきたＵＥ１００と対応付ける必要がある。しか
しながら、ＷＬＡＮ２０にアクセスしてきたＵＥ１００をアダプテーション層エンティテ
ィが特定する方法について、現状、不明確である。
【０１１０】
　そこで、ＵＥ１００は、自ＵＥ１００がｅＮＢ２００に接続した状態においてＷＬＡＮ
２０へのアクセスを行う際に、自ＵＥ１００の端末識別情報（ＵＥ識別情報）をアダプテ
ーション層エンティティに通知する。第２実施形態において、ＵＥ１００は、自ＵＥ１０
０がＷＬＡＮ２０に送信するアダプテーション層の制御プロトコルデータユニット（ＰＤ
Ｕ）にＵＥ識別情報を含めることにより、ＵＥ識別情報をアダプテーション層エンティテ
ィに通知する。これにより、アダプテーション層エンティティは、ＵＥ識別情報に基づい
てＵＥ１００を特定することができる。
【０１１１】
　ＵＥ識別情報は、ｅＮＢ２００又はＷＬＡＮ２０から自ＵＥ１００に割り当てられた一
時的なＵＥ識別情報である。ＵＥ１００は、一時的なＵＥ識別情報をｅＮＢ２００から取
得する処理と、自ＵＥ１００がｅＮＢ２００に接続した状態においてＷＬＡＮ２０へのア
クセスを行う際に、一時的なＵＥ識別情報をＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティに通知する処
理と、を行う。ｅＮＢ２００からＵＥ１００に割り当てられる一時的なＵＥ識別情報は、
例えばセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）である。また、ＷＬＡＮ２０か
らＵＥ１００に割り当てられる一時的なＵＥ識別情報は、ＷＬＡＮ無線ネットワーク一時
識別子（Ｗ－ＲＮＴＩ）と称されてもよい。或いは、ＵＥ識別情報は、ＵＥ１００に固定
的に割り当てられた識別情報であってもよい。ＵＥ１００に固定的に割り当てられた識別
情報とは、例えばＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスである。
【０１１２】
　（１）アダプテーション層制御ＰＤＵ
　図１２は、第２実施形態に係るアダプテーション層制御ＰＤＵを説明するための図であ
る。
【０１１３】
　図１２に示すように、ＵＥ１００がＷＬＡＮ２０に送信するアダプテーション層ＰＤＵ
は、当該ＰＤＵが制御ＰＤＵである「０」のかデータＰＤＵであるのか「１」を示す１ビ
ットのＣ／Ｄフィールドと、ＵＥ１００のＵＥ識別情報を格納するフィールドと、を含む
。ここでは、ＵＥ識別情報がＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスである一例を示している。但し、
ＵＥ識別情報は、Ｃ－ＲＮＴＩ又はＷ－ＲＮＴＩ等であってもよい。
【０１１４】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０へのアクセス（初期アクセス）を行う際に、Ｃ／Ｄフィー
ルドを「０」に設定し、かつＭＡＣアドレスフィールドにＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣ
アドレスを設定したアダプテーション層ＰＤＵ（すなわち、アダプテーション層制御ＰＤ
Ｕ）をアダプテーション層エンティティに通知する。つまり、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２
０への初期アクセスについては、アダプテーション層制御ＰＤＵから送信を開始する。
【０１１５】
　（２）動作パターン１乃至３
　図１３は、第２実施形態の動作パターン１乃至３を示すシーケンス図である。



(17) JP 6776243 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

【０１１６】
　動作パターン１において、ＵＥ識別情報は、Ｃ－ＲＮＴＩである。この場合、図１３に
示す「ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ」及び「Ｗ－ＲＮＴＩ」は不要であり、かつ図１３に示す
ステップＳ２０３も不要である。ＵＥ識別情報がＣ－ＲＮＴＩである場合、第１実施形態
の動作パターン１において、「ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティ」を「アダプテーション層
エンティティ」と読み替え、「ＬＬＣヘッダ及び／又はＳＮＡＰヘッダ」を「アダプテー
ション層制御ＰＤＵ」と読み替えればよい。
【０１１７】
　動作パターン２において、ＵＥ識別情報は、Ｗ－ＲＮＴＩである。この場合、図１３に
示す「ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ」及び「Ｃ－ＲＮＴＩ」は不要である。ＵＥ識別情報がＷ
－ＲＮＴＩである場合、第１実施形態の動作パターン２において、「ＷＬＡＮ　ＬＬＣエ
ンティティ」を「アダプテーション層エンティティ」と読み替え、「ＬＬＣヘッダ及び／
又はＳＮＡＰヘッダ」を「アダプテーション層制御ＰＤＵ」と読み替えればよい。
【０１１８】
　動作パターン３において、ＵＥ識別情報は、ＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスである。この場
合、図１３に示す「Ｃ－ＲＮＴＩ」及び「Ｗ－ＲＮＴＩ」は不要であり、かつ図１３に示
すステップＳ２０３も不要である。以下において、ＵＥ識別情報がＷＬＡＮ　ＭＡＣアド
レスである場合の動作について説明する。
【０１１９】
　図１３に示すように、ステップＳ２０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０（ＷＬ
ＡＮ　ＡＰ３００）に対する測定結果を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）に基づいて、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始することを
決定する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）以外の
判断基準に基づいて当該決定を行なってもよい。
【０１２０】
　ステップＳ２０２において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するための追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＸｗインターフ
ェイス上でＷＬＡＮ装置２５に送信する。追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）は、ＵＥ１００のコンテキスト情報（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を含む。また、追
加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）は、ＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣ
アドレスを含む。なお、ｅＮＢ２００は、事前にＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレス
を把握する。そのような方法については、第３実施形態において説明する。
【０１２１】
　ＷＬＡＮ装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信す
ると、ＵＥ１００のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ及びＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを記憶する。ま
た、ＷＬＡＮ装置２５は、Ｘｗインターフェイス上で用いるＵＥ１００のネットワークＩ
Ｄの割り当てを行う。ネットワークＩＤは、「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」と称されてもよ
い。
【０１２２】
　ステップＳ２０３が省略され、ステップＳ２０４において、ＷＬＡＮ装置２５は、追加
要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）をＸｗインターフェイス上でｅＮＢ２００に送信する。肯定
応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、ＷＬＡＮ装置２５がＵＥ１００
に割り当てたネットワークＩＤを含む。ｅＮＢ２００は、肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受信する。
【０１２３】
　ステップＳ２０５において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するためのＷＬＡＮアクセスを要求するメッセージをＵＥ１００に送信する。ＵＥ１
００は、当該メッセージを受信する。当該メッセージは、例えばＵＥ１００宛ての専用Ｒ
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ＲＣシグナリングである「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」である。「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は
、ＵＥ１００がアクセスするべきＷＬＡＮ装置２５を示す情報を含んでもよい。
【０１２４】
　ステップＳ２０６において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する肯定応答（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２０
０は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅ」を受信する。
【０１２５】
　ステップＳ２０７において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に基づいて、ＷＬＡＮ２０へのアクセス（Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ａｃｃｅｓｓ）を行う。ここで、ＵＥ１００は、アダプテーション層制御ＰＤＵに自身の
ＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを含める。ＷＬＡＮ装置２５のアダプテーション層エンティテ
ィは、アダプテーション層制御ＰＤＵに含まれるＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを取得し、Ｗ
ＬＡＮ　ＭＡＣアドレスに基づいて、ＷＬＡＮ２０にアクセスしたＵＥ１００を特定する
。具体的には、アダプテーション層エンティティは、ステップＳ２０２でｅＮＢ２００か
ら通知されたＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスと、アダプテーション層制御ＰＤＵに含まれるＷ
ＬＡＮ　ＭＡＣアドレスとが一致すると判断する。
【０１２６】
　ステップＳ２０８において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００に対してＵＥ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ及び／又はネットワークＩＤ（ＮＷ　ＩＤ）を対応付ける。
【０１２７】
　ステップＳ２０９において、ＷＬＡＮ装置２５は、ステップＳ２０８における対応付け
の結果を用いて、ｅＮＢ２００から転送されるＵＥ１００宛てのデータをＵＥ１００に送
信する。
【０１２８】
　［第３実施形態］
　以下において、第３実施形態について、第１実施形態及び第２実施形態との相違点を主
として説明する。
【０１２９】
　（第３実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーション）
　図１４は、第３実施形態に係るＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを示す図である。
ここでは下りリンクのＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを説明するが、上りリンクに
もＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを適用可能である。
【０１３０】
　図１４に示すように、第３実施形態に係るＷＬＡＮ装置２５は、第１実施形態及び第２
実施形態において説明したような所定層のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＬＬＣエンティティ
、アダプテーション層エンティティ）を備えていない。つまり、ＷＬＡＮ　ＭＡＣエンテ
ィティは、ｅＮＢ２００からＸｗインターフェイス上でＷＬＡＮ装置２５に転送されるデ
ータ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を直接的に取得する。そして、ＷＷＡＮ　ＭＡＣエンティティ
は、ｅＮＢ２００からのデータを処理し、処理後のデータを物理層のエンティティ（不図
示）を介してＵＥ１００に送信する。その他の構成については、第１実施形態及び第２実
施形態と同様である。
【０１３１】
　このような構成の場合、ＷＬＡＮ　ＭＡＣエンティティは、ＵＥ１００から送信される
ＭＡＣヘッダ（イーサネットヘッダ）中の送信元ＭＡＣアドレスを解読することができる
。よって、ＷＬＡＮ　ＭＡＣエンティティは、事前にｅＮＢ２００から当該ＵＥ１００の
ＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを取得していれば、ＷＬＡＮ２０にアクセスしたＵＥ１００を
特定可能である。
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【０１３２】
　（第３実施形態に係る動作）
　ＵＥ１００は、自ＵＥ１００の能力に関する端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ）をｅＮＢ２００に送信する。ＵＥ１００がｅＮＢ２００に送信する端末能力情報（Ｕ
Ｅ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）は、一般的には、ＷＷＡＮ（ＬＴＥ）に関する当該ＵＥ１０
０の能力に関する情報である。
【０１３３】
　第３実施形態に係るＵＥ１００は、自ＵＥ１００に固定的に割り当てられたＵＥ識別情
報を能力情報に含める。ＵＥ識別情報は、ＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスである
。或いは、ＵＥ識別情報は、ＩＭＳＩであってもよい。
【０１３４】
　ＵＥ１００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を自ＵＥ１００が有する場
合に、ＵＥ識別情報（ＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレス）を端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ）に含めてもよい。ｅＮＢ２００は、端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ）にＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスが含まれる場合、当該ＵＥ１００がＷＷＡＮ・ＷＬＡＮ
アグリゲーションの能力を有すると判断してもよい。
【０１３５】
　図１５は、第３実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。
【０１３６】
　図１５に示すように、ステップＳ３０１乃至ステップＳ３０５は、ＵＥ１００がＷＷＡ
Ｎ（ＬＴＥネットワーク）にアタッチするときの動作を示す。
【０１３７】
　ステップＳ３０１において、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続確立（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ）メッセージをＵＥ１００に送信する。
【０１３８】
　ステップＳ３０２において、ＵＥ１００は、ＲＲＣ接続確立完了（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージをｅＮＢ２００に送信する。ま
た、ＵＥ１００は、端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）をＮＡＳメッセージに
よりｅＮＢ２００に送信する。端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）は、ＵＥ１
００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを含む。
【０１３９】
　ステップＳ３０３において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ初期アクセスを示すメッセージ（Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ）をＭＭＥ５００Ｃに送信する。また、ｅＮＢ２０
０は、ＵＥ１００から受信したＮＡＳメッセージをＭＭＥ５００Ｃに転送する。ＭＭＥ５
００Ｃは、ＮＡＳメッセージに含まれる端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を
記憶する。ＭＭＥ５００Ｃは、ＵＥ１００がデタッチするまで、端末能力情報（ＵＥ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ）を保持する。
【０１４０】
　ステップＳ３０４において、ＭＭＥ５００Ｃは、ＵＥ初期コンテキスト確立要求（Ｉｎ
ｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージをｅＮＢ２００
に送信する。また、ＭＭＥ５００Ｃは、ＵＥ１００の無線能力（ＵＥ　Ｒａｄｉｏ　Ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ）の一部として、ＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスをｅＮＢ２０
０に通知する。
【０１４１】
　ステップＳ３０５において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００の無線能力（ＵＥ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）にＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスが含まれていることから、ＵＥ
１００がＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を有すると判断する。
【０１４２】
　次に、ステップＳ３０６乃至ステップＳ３０８は、ＵＥ１００がＷＷＡＮ（ＬＴＥネッ
トワーク）にアタッチした後の動作（通常時の動作）を示す。
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【０１４３】
　ステップＳ３０６において、ｅＮＢ２００は、端末能力情報の送信要求（ＵＥ　Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｑｕｉｒｙ）をＵＥ１００に送信する。
【０１４４】
　ステップＳ３０７において、ＵＥ１００は、送信要求（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　
Ｉｎｑｕｉｒｙ）の受信に応じて、端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）をｅＮＢ２００に送信する。端末能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ＲＡＴ　Ｃｏｎｔ
ａｉｎｅｒ」の一部として、ＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを含む。
【０１４５】
　ステップＳ３０８において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００の「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ　ＲＡＴ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ」にＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスが含まれていることか
ら、ＵＥ１００がＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションの能力を有すると判断する。
【０１４６】
　［第４実施形態］
　以下において、第４実施形態について、第１実施形態乃至第３実施形態との相違点を主
として説明する。
【０１４７】
　（ＵＥ・ＷＬＡＮ間の認証処理）
　図１６は、第４実施形態に係るＵＥ・ＷＬＡＮ間の認証処理を示すシーケンス図である
。
【０１４８】
　図１６に示すように、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００に測定設定（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を行い、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）をＵＥ１００から受信し、ＵＥ１００にアクセスさせるＷＬＡＮ　ＡＰ３００の
選択（ＡＰ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）を行い、かつ、ＰＭＫの導出（ＰＭＫ　ｄｅｒｉｖａ
ｔｉｏｎ）を行う。ＰＭＫ（Ｐａｉｒｗｉｓｅ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｋｅｙ）は、ＵＥ・ＷＬ
ＡＮ間の認証処理に用いられる認証情報である。そして、ｅＮＢ２００は、導出したＰＭ
ＫをＷＬＡＮ２０に通知する。ｅＮＢ２００は、上述した追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）にＰＭＫを含めてＷＬＡＮ２０に送信してもよい。ｅＮＢ２００
は、後述するＳｔｅｐ　３とＳｔｅｐ　４との間において、ＰＭＫをＷＬＡＮ２０及びＵ
Ｅ１００に通知してもよい。
【０１４９】
　また、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始するための「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」メッセージをＵＥ１００
に送信し、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍ
ｐｌｅｔｅ」メッセージをＵＥ１００から受信する。ここで、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」メッセージは、ＵＥ１００がＰＭＫを導出す
るための情報を含む。ＵＥ１００は、当該情報に基づいてＰＭＫを導出する。
【０１５０】
　次に、Ｓｔｅｐ　１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０のビーコンフレーム（Ｂｅ
ａｃｏｎ）又はプローブ応答（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を検出し、ビーコンフレ
ーム又はプローブ応答に含まれるセキュリティパラメータに基づいてＷＬＡＮセキュリテ
ィポリシー（ＷＥＰ、ＷＰＡ等）を特定する。
【０１５１】
　Ｓｔｅｐ　２において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０とのオープンシステム認証（Ｏｐ
ｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ）を行う。
【０１５２】
　Ｓｔｅｐ　３において、ＵＥ１００は、「Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒ
ｅ」を開始し、自ＵＥ１００が選択したＷＬＡＮセキュリティポリシーをＷＬＡＮ２０に
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通知し、応答（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）をＷＬＡＮ２０から受信す
る。
【０１５３】
　Ｓｔｅｐ　４において、ＵＥ１００及びＷＬＡＮ２０は、ハンドシェイクプロシージャ
を行う。具体的には、ＷＬＡＮ２０は、ＰＭＫから生成したＡＮｏｎｃｅを含むＥＡＰＯ
Ｌ－ＫｅｙをＵＥ１００に送信し、ＵＥ１００は、ＰＭＫから生成したＳＮｏｎｃｅを含
むＥＡＰＯＬ－ＫｅｙをＷＬＡＮ２０に送信する。そして、ＷＬＡＮ２０は、ＡＮｏｎｃ
ｅ及びＳＮｏｎｃｅからユニキャスト通信用の暗号鍵情報（ＰＴＫ：Ｐａｉｒｗｉｓｅ　
Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ　Ｋｅｙ）を導出し、ＰＴＫを含むＥＡＰＯＬ－ＫｅｙをＵＥ１００
に送信し、ＵＥ１００は、それに応じてＥＡＰＯＬ－ＫｅｙをＷＬＡＮ２０に送信する。
【０１５４】
　（第４実施形態に係る動作）
　上記のように、ＵＥ・ＷＬＡＮ間の認証処理においては、ＰＭＫをｅＮＢ２００が事前
にＷＬＡＮ２０（ＷＬＡＮ装置２５）及びＵＥ１００に通知することにより、ＷＬＡＮ２
０（ＷＬＡＮ装置２５）及びＵＥ１００間での認証ができるようにしている。
【０１５５】
　第４実施形態において、ＷＬＡＮ装置２５は、ｅＮＢ２００からの追加要求（ＷＴ　Ａ
ｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）の受信に応じて、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に含まれるＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを記憶する。また、ＷＬＡＮ装置２
５は、ｅＮＢ２００とのＸｗインターフェイス上で用いるＵＥ１００のネットワークＩＤ
の割り当てを行う。ネットワークＩＤは、「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」と称されてもよい
。
【０１５６】
　ＷＬＡＮ装置２５は、ｅＮＢ２００から受信したＰＭＫを「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」
及びＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔと対応付けて記憶する。換言すると、ＷＬＡＮ装置２５は、ｅ
ＮＢ２００に接続しているＵＥ１００との認証処理に用いる認証情報（ＰＭＫ）とＵＥ１
００のＵＥ識別情報（Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ及び／又はＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）とを記
憶する。そして、ＷＬＡＮ装置２５は、ＵＥ１００が自ＷＬＡＮ装置２５にアクセス（初
期アクセス）し、かつ認証情報（ＰＭＫ）を用いた認証処理に成功した場合、当該ＵＥ１
００にＵＥ識別情報（Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ及び／又はＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を対応
付ける。
【０１５７】
　従って、第４実施形態によれば、ＵＥ・ＷＬＡＮ間の認証処理を利用してＷＬＡＮ装置
２５がＵＥ１００を特定することができる。
【０１５８】
　［第４実施形態の変更例］
　上述した第４実施形態において、ｅＮＢ２００がＰＭＫをＷＬＡＮ装置２５及びＵＥ１
００に提供する一例を説明した。しかしながら、ＷＬＡＮ装置２５がＰＭＫを生成し、Ｕ
Ｅ１００と共有してもよい。
【０１５９】
　図１７は、第４実施形態の変更例を示すシーケンス図である。
【０１６０】
　図１７に示すように、ステップＳ４０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ２０（ＷＬ
ＡＮ　ＡＰ３００）に対する測定結果を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）に基づいて、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始することを
決定する。ｅＮＢ２００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）以外の
判断基準に基づいて当該決定を行なってもよい。
【０１６１】
　ステップＳ４０２において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
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開始するための追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＸｗインターフ
ェイス上でＷＬＡＮ装置２５に送信する。追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）は、ＵＥ１００のコンテキスト情報（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を含む。ＷＬＡＮ
装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信すると、ＵＥ
１００のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを記憶する。
【０１６２】
　ＷＬＡＮ装置２５は、ＰＭＫを導出するための情報（Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ）を生
成する。また、ＷＬＡＮ装置２５は、Ｘｗインターフェイス上で用いるＵＥ１００のネッ
トワークＩＤ（Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ）の割り当てを行う。
【０１６３】
　ステップＳ４０３において、ＷＬＡＮ装置２５は、追加要求（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を
Ｘｗインターフェイス上でｅＮＢ２００に送信する。肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、ＰＭＫを導出するための情報（Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ）及
び「Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ」を含む。ｅＮＢ２００は、肯定応答（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受信する。
【０１６４】
　ステップＳ４０４において、ｅＮＢ２００は、ＷＷＡＮ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するためのＷＬＡＮアクセスを要求するメッセージをＵＥ１００に送信する。ＵＥ１
００は、当該メッセージを受信する。当該メッセージは、例えばＵＥ１００宛ての専用Ｒ
ＲＣシグナリングである「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」である。「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は
、ＰＭＫを導出するための情報（Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ）を含む。
【０１６５】
　ステップＳ４０５において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する肯定応答（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２０
０は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅ」を受信する。
【０１６６】
　ステップＳ４０６において、ＷＬＡＮ装置２５は、「Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ」に基
づいてＰＭＫを導出する。
【０１６７】
　ステップＳ４０７において、ＵＥ１００は、「Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ」に基づいて
ＰＭＫを導出する。
【０１６８】
　ステップＳ４０８において、ＵＥ１００は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に基づいて、ＷＬＡＮ２０へのアクセス（Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ａｃｃｅｓｓ）を行う。ＵＥ１００及びＷＬＡＮ装置２５は、ＰＭＫを用いて、上述した
ハンドシェイクプロシージャ（認証処理）を行う。ここでは、ハンドシェイクプロシージ
ャ（認証処理）が成功したと仮定して、説明を進める。
【０１６９】
　ＷＬＡＮ装置２５は、認証処理に用いたＰＭＫに基づいて、ＷＬＡＮ２０にアクセスし
たＵＥ１００を特定する。具体的には、ＷＬＡＮ装置２５は、ステップＳ４０３で通知し
た「Ｋｅｙ　ｍａｔｅｒｉａｌ」に対応するＰＭＫと、認証処理に用いたＰＭＫとが一致
すると判断する。
【０１７０】
　ステップＳ４０９において、ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００に対してＵＥ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ及び／又はネットワークＩＤ（Ｘｗ　ＡＰ　ＵＥ　ＩＤ）を対応付ける。
ＷＬＡＮ装置２５は、特定したＵＥ１００のＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスをさらに対応付け
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【０１７１】
　ステップＳ４１０において、ＷＬＡＮ装置２５は、ステップＳ４０９における対応付け
の結果を用いて、ｅＮＢ２００から転送されるＵＥ１００宛てのデータをＵＥ１００に送
信する。
【０１７２】
　第４実施形態の変更例によれば、ＷＴ４００とＵＥ１００との間でＰＭＫを一意に決め
ることができる。なお、上述した第４実施形態においては、ｅＮＢ２００がＰＭＫを生成
するため、ＷＬＡＮ装置２５が複数のｅＮＢ２００とＸｗインターフェイスを持つ場合に
、ＰＭＫが一意ではなくなる可能性がある。例えば、複数のｅＮＢ２００のセルカバレッ
ジ端に配置されたＷＬＡＮ装置２５は、当該複数のｅＮＢ２００からＰＭＫを受信する可
能性がある。
【０１７３】
　［その他の実施形態］
　上述した各実施形態において、ＷＷＡＮシステムとしてＬＴＥシステムを例示した。し
かしながら、本発明はＬＴＥシステムに限定されない。ＬＴＥシステム以外のＷＷＡＮシ
ステムに本発明を適用してもよい。
【０１７４】
　日本国特許出願第２０１５－１５９０５２号（２０１５年８月１１日出願）の全内容が
、参照により本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明は、無線通信分野において有用である。

【図１】 【図２】
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